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別紙

不開示部分目録

1 次頁以下の一覧表記載のとおり。

2 なお、次頁以下の一覧表の項目についての補足説明は次のとおり。

（1）「番号」欄記載の数字は、別紙文書中の数字を示す。

（2） 「頁数」欄記載の頁数は、別紙文書の頁数を示す。

（3）「不開示理由」欄記載の①ないし④は、別紙不開示理由一覧表「番号」欄記載①ないし④に対応する「不開示理由

の概要」欄記載の不開示理由を示す。ただし、同一覧表「番号」欄記載⑤に対応する「不開示理由の概要」欄記載の

不開示理由（条例該当条項8条4号柱書）については、本件不開示部分の全てが該当する。

（4）「不開示部分の概要」欄記載の「本件2団体」は「部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部及び全日本同和会神奈川

県連合会川崎支部」の総称である。
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不開示部分の概要頁数 文書名番号 不開示理由 条例該当条項
ロ

本件2団体の代表者の氏名川崎市人権・同和対策生活相

談事業補助金交付について

③ 8条2号ア
41

ﾛ ■ ■ ■

本件2団体の住所同上 同上 ④2 8条2号ア
1

ア
ア

号
号

２
２

条
条

８
８

補助金交付決定通知書 本件2団体の住所 ④3 5

同上 同上 本件2団体の代表者氏名 ③4

』
③

川崎市人権。同和対策生活相

談事業補助金交付申請書

本件2団体の住所 ④ 8条2号ア
65

｜ I
1 1 n l l

本件2団体の代表者の氏名同上 同上 ③6 8条2号ア

同上 同上 本件2団体が用いている印影

本件2団体の事業計画

④7 8条2号ア

ア
ー
ア

ロ呑
口
万
一
口
言

２
１

－
２

条
条
一
条

８
８
－
８

令和5年度事業実施計画書 ④8 7
＝ ■

令和5年度事業計画書 相談員の住所

①
一
④ー ロ ー ー ー 凸 一 一 一 凸 一 口 一 己 一 ■ 一 己 ー ‐ 一 句 一 ・ 一 マ ー ロ ー 凸 一 一 一 一 一 一 一 ロ ー ー ー ー ー ー － 1 －

I

本件2団体の住所

本件2団体の事業計画

89
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番号 頁数 文書名 不開示部分の概要 条例該当条項不開示理由

川崎市人権・同和対策生活相

談事業補助金交付について

本件2団体の代表者の氏名 ③ 8条2号ア
1 4

早 ■ ■

1 1 1

同上 同上 本件2団体の住所 ④ 8条2号ア2

補助金交付決定通知書 本件2団体の住所 ④3 8条2号ア5

1 1 1

同上 同上 本件2団体の代表者氏名 ③
ｰ

③ 4 8条2号ア

川崎市人権・同和対策生活相

談事業補助金交付申請書

本件2団体の住所 ④ 8条2号ア
5 6

I

同上 同上 本件2団体の代表者の氏名6 ③ 8条2号ア

同上 同上 本件2団体が用いている印影7 ④ 8条2号ア

令和5年度事業実施計画書 本件2団体の事業計画 ④8 7 8条2号ア
■白 白

1 ．

令和5年度事業計画書 相談員の住所

一一一
ア

ロ
言
一
口
言

１
－
２

条
一
条

８
－
８

－一一一一一

①
一
④一 寺 一 一 一 画 一 口 一 一 一 甲 一 ● 一 二 一 一 一 ■ 一 ロ■ ー ■ － イ■ － ● － ● － － － 凸 一 一 一 ロ ー ー ー ー ー 凸 一 ■ 一

9 8 本件2団体の住所

本件2団体の事業計画
Ⅱ ロ

I ｡
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令和5年度 生活相談従事者

名簿

本件2団体の代表者氏名 ③ 8条2号ア
10 11

1 1

■ B

I

本件2団体が用いている印影同上 同上 ④ 8条2号ア11
1 1 1

相談員の氏名、住所及び電話番 ①同上 8条1号
同上12 ロ万

令和5年度役員名簿 本件2団体の代表者の氏名 ③ 8条2号ア13 12

● I ロ ロ

同上 同上 本件2団体が用いている印影 ④ 8条2号ア14
’

I

同上 本件2団体の支部長等の役職者

の住所も電話番号

本件2団体の代表者及び役職者

② 8条1号』
『

同上15 － ＝ － － － ＝ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 句q■■■－ 一 画 q ■ 缶 一 舎 一 ＝ 一 一 一 一 一 占 一 ■ 一 凸 一 ＝ 一 画 一

③ 8条2号ア
ﾛ 【

の氏名
ロ I ロ

川崎市人権・同和対策生活相

談事業補助金交付について

本件2団体の代表者氏名 ③ 8条2号ア
2816

■

同上 同上 本件2団体の住所 ④ 8条2号ア17

ロ

補助金交付決定通知書 本件2団体の住所 ④ 8条2号ア18 29

同上 同上 本件2団体の代表者氏名 ③ 8条2号ア19

1 1 1 1

川崎市人権・同和対策生活相 本件2団体の住所 ④ 8条2号ア3020
Iや ■
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談事業補助金交付申請書

同上 同上 本件2団体の代表者氏名 ③ 8条2号ア21

同上 同上 本件2団体が用いている印影 ④ 8条2号ア22
I ’

1 1 』

令和5年事業計画 本件2団体の事業計画 ④ 8条2号ア23～

34

31

令和5年度 生活相談事業従

事者名簿

本件2団体の代表者氏名 ③ 8条2号ア
35 34

『

同上 同上 本件2団体が用いている印影 ④ 8条2号ア36

胃
函

ﾛ ﾛ

相談員の氏名、住所及び電話番
■

同上 同上 ①37 8条1号
号

■

令和5年度 役員名簿 本件2団体の代表者氏名38 ③35 8条2号ア

同上 同上 本件2団体が用いている印影39 ④ 8条2号ア

本件2団体の支部長等の役職者

の住所、電話番号

本件2団体の代表者及び役職者

8条1号
②

同上 同上40 一 寺 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ＝ 一 ー － 1■ － ＝ 一 色 一 ■ 一 凸 一 ＝ 一 ロ ー ー ー ● 一 一 一 や ロ■■■ － － － － ■

8条2号ア
’ ③ ■
の氏名 ｜ ’ ’

支出命令書 本件2団体の住所 ④ 8条2号ア41 43
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③ 8条2号ア本件2団体の代表者氏名同上 |同上42

●

I

本件2団体の使用している金融

機関名及び支店名、預金種別、

口座番号、口座名義人等の銀行

1 1 1

④ 8条2号ア同上 同上43

I

－１

中Ｄ

ＩＩ１

勺

､

預金口座にかかる情報
1

請求書・支払金口座振替依頼

書

ロ

8条2号ア本件2団体の住所 ④44 44

本件2団体の代表者氏名 ③ 8条2号ア同上 同上45
●ー

§｡ ■ ﾛ ﾛ

本件2団体の支部長等の役職者

の印影 、
②同上 同上 8条1号46

④ 8条2号ア同上 同上 本件2団体が用いている印影47
I l I q

’
本件2団体の使用している金融

機関名及び支店名、預金種別、

口座番号、口座名義人等の銀行

I ．

④ 8条2号ア同上 同上48

1 1

預金口座にかかる情報

1 1 1

補助金交付決定通知書 ④ 8条2号ア本件2団体の住所49 45

③ 8条2号ア同上 本件2団体の代表者氏名同上50
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④ 8条2号ア支出命令書 本件2団体の住所51 47
ﾛ I

本件2団体の代表者氏名 ③ 8条2号ア同上 同上52
■ ■

本件2団体の使用している金融

機関名及び支店名、預金種別、

口座番号、口座名義人等の銀行
④ 8条2号ア同上 同上53

預金口座にかかる情報
I

1 1 1

’ 1 、請求書・支払金口座振替依頼

書

■

本件2団体の住所 ④ 8条2号ア54 48

Ⅱ Ⅱ函
つ

l ロ ロ

同上 同上 本件2団体の代表者氏名 ③ 8条2号ア55

同上 同上 本件2団体が用いている印影 ④ 8条2号ア56
ロ ロ

ﾛ

本件2団体の使用している金融

機関名及び支店名、預金種別、

口座番号、口座名義人等の銀行

預金口座にかかる情報

同上 同上 ④ 8条2号ア57

｜ ’ I
1 1 0

ロ Ⅱ

1 1 I

補助金交付決定通知書 本件2団体の住所 ④ 8条2号ア58 49

同上 同上 本件2団体の代表者氏名 ③ 8条2号ア59
■ ■

〃
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別紙 不開示理由一覧表

ロ

不開示理由の概要記載内容番号
I

ﾀn 日

相談員の氏名、住所及び電話番号は、本件条例8

条1号本文にいう「個人に関する情報」であり、か

つ、氏名、住所及び電話番号は、特定の個人を識別

することができるものである。また、上記相談員に

関する情報について、同号アないしエに規定される

事情はない。

① 相談員の氏名、住

所及び電話番号
● 星

05

■

本件2団体の支部

長等の役職者の住

所、電話番号及び

印影

本件2団体の支部長等の役職者の住所、電話番号

及び印影は、本件条例8条1号本文にいう「個人に

関する情報」であり、特定の個人を識別することが

できるものであって、かつ、同号アないしエに規定

される事情はない。

②

ｅ
●

●

心
Ｇ

ｅ

ｅ
Ｇ

●
●

Ｏ
Ｇ

Ｏ
Ｇ

●

e ●

6 0

●
●

９
。

●
９

Ｂ

Ｇ
Ｑ

●
Ｇ

●

1■

９
●

b

本件2団体の代表者及び役職者の氏名は、本件条

例8条2号に定める法人等に関する情報であるとこ

ろ、一般に公開されていない情報であり、代表者及

び役職者の氏名を公にすることにより、これらの者

が同和問題に係わる者として誹誇中傷の対象とさ

れ、その結果、本件2団体の活動に支障が出るな

ど、本件2団体の正当な利益を害するおそれがある

ものであるから、同号アに定める不開示情報に該当

する｡

本件2団体の住所、印影、事業計画及び本件2団

体の使用する銀行預金口座に係る情報は、いずれも

本件条例8条2号に定める法人等に関する情報であ

③ 本件2団体の代表

者及び役職者の氏

名

9

丑

ツ

本件2団体の住

所、本件2団体が

用いている印影、

④

I ，

－1－

21



本件2団体の事業

計画、本件2団体

の使用する銀行口

ることは明らかである｡‘

これらは、一般に公開されていない情報であっ

て、公にすることにより、本件2団体の住所にいた

ずら文書が送付されたり、印影が偽造されたり、銀

行預金口座に押し貸しなどの迷惑行為がなされたり

して、本件2団体の正当な利益を害するおそれがあ

るものである。また、本件2団体の事業計画を公に

すると、これを把握した者からの妨害行為が行われ

るなど、本件2団体の事業遂行という正当な利益を

害するおそれがある。

したがって、これらはいずれも本件条例8条2号

座に係る情報
● 凸

｡§

I
B

９
０

●

。
Ｇ

ｅ

ｅ
、

Ｏ
ｅ

ｅ

①
Ｃ

Ｇ
●

仏
６

９
Ｇ

●
ｆ

●
９

●
ｅ

Ｑ

０
●

●

アに定める不開示情報に該当する。
■

川崎市人権・同和対策生活相談事業は、部落差別

の解消の推進に関する法律4条2項に基づく被告の

体制の充実に係る義務の履行の一環として行われて

いるものであるから、本件文書は被告の機関が行う

事務又は事業に関する情報が記載されていることは

明らかである。

これらの情報を公にすることにより、本件2団体

から相談員に指名された個人や本件2団体の正当な

利益を害するおそれがあり、本件不開示部分に記載

された情報が公にすることとなれば、本件2団体を

含む同和対策事業の対象者で構成する団体がﾉ||崎市

人権・同和対策生活相談事業の補助金申請をちゅう

ちょすることとなり、被告の行う事務又は事業とし

⑤ 被告の機関が行う

事務又は事業に関

する情報（本件文

書全般）

I、 ，

6
９

－2－
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ての部落差別の解消の推進に関する法律4条2項に

基づく体制の充実に係る義務の履行に支障を生ずる
■ ◆

｡

おそれがある。
､

凸 ロ

上記のとおり、本件文書の本件不開示部分に記載

された情報を公にすることにより、被告の行う事務

又は事業としての部落差別の解消の推進に関する法

律4条2項に基づく体制の充実に係る義務の履行に

支障を生ずるおそれがあるのであり、本件不開示部

分に記載された情報は、本件条例8条4号柱書に定

● 合

！■
■

■

I

める不開示情報に該当する。

ｇ
●

●

９
●

Ｏ

Ｂ
ｃ

●
９

９

●
ｅ

●
ｅ

●
●

９
●

令
？

●
●

Ｇ
Ｇ

０

０
●

●

1 、

ヘ

。I

■
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別紙 文書
乙第13号証

■

…
(回 議 書）

起
一
決
一
麓
一
一
完

案
一
裁
一
行
一
結

日
一
日
一
日
一
一
日

令和5年4月

令和5年4月 公開の の j弱
■

局長専決
、

衿
。
４

、

令和5年度川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付（伺い）予算執行伺書【
0023 1 05-000】

Z

● ●

簿報公閲用件名

令和5年度川崎市人楯。同和対策生活相談事業補助金交付（伺い）予算執行伺書【
一

巳 0

標記について、部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部から交付申請がありましたので
、次のとおり補助金交付を決定しp通知してよいでしょうか。また、決裁後に、補助
金を支出してよいでしょうか。併せて伺います。

｡

ｆ
ｌ
Ｉ
０
ｌ
Ｉ
ｒ
Ｉ

■
■
口
宜
■
■
■
■
■
■
Ｆ
■
■
■
■
閉
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

１
１■■■■■■■■■■■■

長
－

副市長

一

|王~悪一一
|市民文化局人権･；

|電藍”‘！

一》一任一噸醸一

一 一 一-一一, 〒 ーー -

副市長

ｆ
ｌ

１
７

|’
’ 市

一

市民文化局人権。男女共同参画室

ｄ
ｏ
■
Ⅱ
０
０
１
日
１
１
１
日
Ｉ
●
ｌ
■

電 蔭2726 1 ゴー一
I

。
●

●
申

ｇ
ｏ

ｅ

ｇ
●

●
●

９
●

■
●

●
９

●
の

り
●

●
０

●

画 一 ＝＝

Ｑ
令

●
９

Ｃ

Ｑ
Ｏ

Ｇ

撞当麗長

|羽田野 真 男
承認一 ．

室長

井 上 純
承寵

青 木 貴

起案
大

柏 崎 哲 宏

承露 ．

Ｉ

打 趣
承認

市民文化局市民生
活部庶務腺

Ｉ
ｑ
ｌ
■
１
吋
Ｊ
口
Ｊ
Ｉ
Ｉ
１
Ｈ
印
■
田
川
叫
別
Ⅱ
‐
１
１
１
０
．
Ｕ
Ｇ
Ｔ
Ｆ
■
ｇ
ｑ
Ｂ
Ｌ
Ｐ
０
口
■
凸
ｆ
ａ
７
ｌ
Ｏ
ｌ
‐
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｕ
ｔ
ｕ
〃
■

薄長

山 根 隆 之

局長

中 村 茂

塵憂補佐

甲 斐 勇希子
承腿

録長

中 根 節
承認 一

係長

小田桐
承認

寛菊 池 南 帆
承露 承認

巳

-T

1

１
１
１
１
１
二
Ｉ
‐

一
１
１
ヨ

申

一 －

●
３

計
、

１
１丁

辱
句
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予算執行伺書
(一般） 概算払

一囹
國魎圃皿団圏圃圃皿囲唖■■■・

ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ

Ｉ

■
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
■
■
■
■
ｌ
■
■
■
■
■
■
Ｉ

l

会計 ’ －－－－ －－－ －1
■|||||||||||llllllll|||||｜

匡三官F草4月'。｜

騨藤 ｜

一

01－銭会計
、一 宮

255000 (市）人権。男女共同参画室所属

l5亭4月1｡起票B
l
l画而翻。

● ①

画
凹
皿
固
画
囮
四
囲

総価契約

自爾風契約

なし

契約形態

'契約区分

|契約方法② 0

円
円
円

伽
伽
剛

，
？

β

制
罰
踊

０
０
０

り
０

０

７
２
５

予算配当額

負担行為額

目箇残領

１
１

円■
■■■■■■■■■■■

万
■ﾛ■■■■■■■

９
８
０
８
８

0円うち消費税相当額
里 。

ｅ
○

●

ｇ
Ｑ

9

９
６

●
●

８
Ｏ

缶
●

●
ｅ

●
●

●
・
●

●
●

Ｇ
Ｂ

●
色

●

■
９

●

「~－T－－－ ｜ ｜
､

1件 名 令和5年度川崎市人権・同和対簾生活相譲事桑補助金交付

●
● ●

件I履行場所
名I
等

回分割回散

１
１

1乗 種

契約保鉦金 免除

前払金 無 能払限度額 円

！
川崎市人権・同和対策生活相戯事粟櫓助金(部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部> 610.00
0円

■

●

ー

5

｡

｡

」

の
判

I

一 一 二 ＝ － －－ F一一一一

一 一一再

-フー
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業 者 選 定 調 書
件 名 令和5年函11崎市人権・同和対策生活相該事集補助金交付 令和 5年 4月 1日七

履行場所 伝票番 号

唖105伽

｡一
画

履行期限

執行予算額
● ●

610‘“円
●

指名回数
本 市 実 鎮（千円）

適
・
不
適

等
級 業 者
＝－ド

建
退
共

堆
域

鐸
錨 前
今
年
度

業 者 名
、

量 今年度契約実績前年度契約実績

ロ ・ Ⅱ I ロ ， 1 ‘

部落解放同囲神奈川県連合

会川崎支鄙
00 0－

|"！
0 0 0軍

1 1． 1 1 1 、

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ﾛ ﾛ 、

I ロ ﾛ ロ I ロ ロ ロ
■ 】 ロ I 『 ロ 田 ■ D C

■

○
○

●

●
０

９

，
守

●
●

。

●
Ｃ

Ｑ
●

●
●

●
●

●
●

●

争
９

●
○

●

Ｕ
●

p H ロ 』 』 ロ I

ロ ﾛ ﾛ ロ 、 ロ ﾛ ロ I ｡

■

1， ■ ■ ■ ■

日 ● ■ ■ ■

p H ロ ロ ﾛ ロ

m ■ ■ ■ ■ 、 ■ 紅

｜ ’ 1 1 1 ．1．I I

l ロ ロ 】 Ⅱ ■ ■ ■

ロ ロ ■ ■ ロ ﾛ ■

U N I

ロ

． I ロ ﾛ U I l U Ⅱ Ⅱ I U

ｑ
毎

【 ． n I g ロ
■

や

l l l I I I I
畠

命

リ ロ 1 1 1 N 3 ‘
■ ■ ■ 日

● ■

－3‐
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川崎市人権ﾎ同種対策生活相談事業補助金交付について

1 補助目的

伺和対策事業の対象者で橇聯罵る厨俸が人蕊･同和対錐生活相談事業を行うこと
で、相談者の人権擁護及び同和問題など露人権意識の箸及が図られる有効な手段で
あることから、人権。同和対策生活相談事業に必要な経費瞳対し、補助金を交付す

1

亡

‐

■

垂 分

るもの。

● ●

2 補助金交侭先

部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部
ｰ β

』

舜一.…‐ ‐ 、 ‐－－1■

■
■
■
ｑ
ｄ
ｑ
４
Ｉ
１
１
ｌ
ｌ
ｌ
０
１
ｑ

尹 角 ･弓一一 p-.F昏孚8写字毒

3 捕助金の内容

人権・同和対策鑓諾相骸事業

●
■
ｒ
Ｐ
Ｒ
Ｕ
■
も
凸
■
■
と
り
。

可
■

4 交付予定額

610，000円●
●

Ｑ

●
●

●

句
？

●
●

ｐ

●
●

●
●

●
。

。
●

●
●

●

Ｑ
Ｑ

ｑ
ｑ

●

●
●

●

補助金交付決定通知書

別紙、「補助金交付決定通知書（鶏』めとおり

戸
，

句

6 申請書等

（1）川崎市人権・I司和対策生活相談事業補助金交付申請霧

（2）令和5年度事業実施計画書

（3）令和5年度歳入競出予算書及び交付対象事業における収支予算書
（4）令和5年度生活相談事業従事者名簿

（5）令和5年度役員名簿
(6)部落解放同盟神荊I1操連合会短約

、

I

9

7 支払い方法一

当該団体は自主財纒が乏しく、人権・

実雄輔に確保するのが難しいこどがち、
し、概算払とする。

同和対策生活相談事業に必要な経費を事業

地方自治法施行令第162条第3号を適用

9

エ

8 交付の根拠
■■

川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付喪網
吾

』

４
Ｗ

串

、



(案）

第2号權式

川崎瀧錦流人蕊 号

話涜凸塑
因 １
１所 在 地

哩
６
８
『
８
ｐ
４

Ｌ，
轆
盃
一 舎 戸 ~タウ

''､=ﾕﾍﾛも
~ =

雷弗簿

‘一F，番3舜坐

団体名部落解放同鋤ﾄ奈川繼含会繊支部

幸声
ゞＪ、←〉

卦■
ｐ
■

■
吟
』
心
設

叫涌毒鴛暮ｑ・・１ｔ風や
・壷守の『◆

固
戸
●
＄
申
Ｇ

Ｂ

．

蕊、代表者名
ご 寺

、

65ｰ4■

，「『~I
｡ー

■｡

'

ひ5

捕助金交付訣定通知謹

篭
一
難

台
や
■
・

■
Ｄ
Ｋ
々
且
ｑ
ｅ
ｏ
・
ど
■
ロ

令和5年4月胴付けで車請の謁謬毒邸鰯市人権｡同和識策垂活噸事業捕助金につい
て､:次の条件を付:して､鐙塁:刑，0獅海を交鉢します。 ：蕊“，:。

！
ろ｡▼･手

判．．＃費‘
町争■

夕 凹

エ
▼
且
■
侭
●
々
ｑ
■
こ
む
迂
白
６
４
守
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命和5年 月
ロ●も． P
〒 ・あ 、
ワゲロ仏凸争

閃種潔‘.,….．
日 与呈？

← サク

一の｡ザ■手

溌,．:．
"

｡~ ？

ゴ グ凸

ｆ
舎
Ｐ
。
ｆ
守

罐
確
一
．
や

韓
肝
，

｜
・
丁
字

ゆ
り

壷・一零．雫函ぷ．
、
彦
仁

・ｃｃ

と
Ｑ
繭
．
の

●
〆
Ｉ
０
ｉ
ｉ

ｇ
鯵
今
抄
■
公
一
ヴ
。
ｆ

穏
嚥

●
①

。
●

●

●
●

●
●

●

》

知
ご
ｆ
ｏ
ｐ
害
熟
開
く

蕊
零

●
●

■
９

●
●

、

●
●

●
●

、

の
●

●

とい

●

川崎市長 福 田 紀 彦
＝御 卓

1勺

識
・む

毎
■■

Q
●

r

ー

■ 鼻

■ 1

｡＝～

鹿
Ｑ
ｐ

○
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職
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蹴
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鯏
釧
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α
嬢１￥
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ま
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交
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交
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父
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こ
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微
あ

指
及

だ
捕
通

》》・一
：

←

定
１

２
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４
一
○

６

※
。

●
私

，

金

，…も●、雫竪脈Ｉ、屡塵・〃、“募凌鹿・
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・
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(第1号犠式）

川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付申舗書

令和5年4月1日 母

"I崎 市 長 福 田 紀 彦 様
■

､

●§

’申舗者住所

●

団 体 名 部落解放同盟神割il県連合会川

令和5年度の標記補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申舗しま・すも

○
●

●

●
●

●
●

ｅ

●
●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
分

●

●
●

●
●

●

=一 一二 ＝一 － 一

「
一 －一 一

川崎市行政との連帯･共同により、被差別部落出身者
他生活安定と自立促進のための相談活動及び人権問題・
人権教育の啓発推進等

。
●

●

■

|交付対象事業に係る目的’
、

B ，

■

〃

＝ 一 ■ ー

｡ .

市内2ケ所での対面。電話・メール等の対応による相
談活動の他、関係機関や弁護士等専門家との協力を得て
問題解決に向けて相談者への安心手助けを目的として。

9

p

交付対象事業の内容
、

ID G

l ‘ ．
q-

交付を受Fチヱうとする補助
金の額 ‘Ⅲ｡｡｡狸-----ヨ

・ ｜

’

’

傭 ｡

ー ｰ－

-6．
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』乱射御津《

蕊
》

or､〃守

呂L,｡”
亀'企4ヰ

と《
ケ

、

＝ 1

毒

● ●

6

蕊
§患 。
．.･･･ざ、 ●

蟻:．
。:蘭，。

Q'F亀.･蕊

● ●
●

●

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●
●

■

●
●

●

麓●＆

f‐。

辛■

9

X

、

■
血
や

よ》か
Ｌ
必
ず

基

E益

蕊
●

篝識議

癌茨島溌魚

で閏
ノロ ヶ、“

、3

-7．

30

毛 一

塾

－P串

１
１

■

■■

玉ワ亜ロー
Ｑ

一
口

一』

■●Ｆユ

戸
貯
。
。

。Ｔ祁耗ｏ
，
昔
●
ザ
上

ｏ
Ｆ
Ｂ
●
守
自

●
田
口
●
毎

Ｇ
ｏ
４
■
今

ｊ
・

■
一
』
■

〃

？

-，

、 P､グ､■

"_再寺:ｬE一壷

｡ ｡

●

1 ．

￥

鼎
略

■蛍■

野趣

と･達｡露･ヅgP雪？

~ ■ ~ ･■ 旬

､色 争

ウー‐

〃

ず

。
＃

‐

ｒ

熱撚一曲《《職舜》鏡．

型別
筈舎・

的強

羅

β全も-
ー ■

j・日■

；

F年

F ●



qL

qd

●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

● ●

0 ●

● ●
●

●

●
●

●
●

●

●
●

● ● ● ●

●

●
●

凸
垂 一

白
■
Ｌ
ｇ
ｇ
Ｌ
Ｐ
●
○
ｑ
ｑ
ｄ
ｌ
凸一

蝿
鋤感 毒

雇
ｌ
毒
←
隈



(別紙1～2）

令 和 5 年 度 事 業 実 旋 計 画 書

F － － － 一 一 一 つ － 一 一 －

〃 ロ

’事 業 内 容

ご
」

｡ －
●

同和地区出身者ならびに社会的に弱い立場の方他、地域社会の問題などの

総合相談事業を行います。

加えて、部落差別解消推進法施行あたり、部落劃U撤廃・部落差別を許さな

瓢爵鯛鰯鱒蕊鰯 の”

。 ’

瀦

9

ｅ
●

●

●
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●
●

け
●

●
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●
Ｏ
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●

●
●

●

砥
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■
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画
峨
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●

側綴2）

令和5年度 歳 入 歳 出 予 算書

砂
■

収 支入 出
‐

金 額 (円）金 額（円）内 訳 内 訳
与 一

｡
● ■ ■

川崎市人権同和対策
相談員人件費 840, 000610,000

幽金
■|■

■ 毎

相淡解決行動費
(交通饗｡獺作成日等）

■■

350, 000同盟員会費 140, 000

弁護士等専門家相譲費
(裁判所･法務局等費用割

80, 000県連茎金借入金 700, 000
ロ

鋤諸経費 80,000
■ ■

０
－
０

０
０

０
０

９
９

０

》

０

５
－
５

研修費他

予備費
＝

1 1

９
０

●

●
①

。

●
●

凸

。
●

●

０
●

●
●

０
０

●
●

●

●
●

●

ｐ
●

Ｑ
●

●
●

●

ロ
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0 Ⅱ

1 1 1

■

ロ ロ

■
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、
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、
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I

吾
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■ ■

｡

、
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｜
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'

N p 1 W

Ⅱ
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令和S年4月1周

交付対象事業における収支予算書

､詮

、

部落解放同盟神奈川連合会川崎支部旬 一
●

0 9

訳 -1 支上
聖活相談
人件費

\840,OoO 月／￥35.0OOX1 2ケ月

= \ 420pOOX2人
\610,000

●

川崎市人権･同和

生活相鱗事業補助

金

\840.000\610.000･合 同
一－ → 一 一 _ ~ －

●
＄

･ ●

● Q ● 9

● ●

●

9 ● ●

● ● e
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●
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Ｑ
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《
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令和5年4月1日

川 崎 市 長 福 田 紀 彦 識

色

団 体 名 部落解放同盟神奈川県連合会■

川崎支部● 一
｡

回代表者名 １
１
１

S
p

令和5年度生活相談徒輔名簿

画
室一

一

－

一

懲 話懲 話

§一室」住 一一璽
所氏 名役 職 名

1－

生活相綾員

●
９

●

●
●

●

①
●

●

９
●

●

●
●

●
自

』

Ｏ
Ｇ

●
Ｑ

●

●
●
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Ｃ

●
●

●
９

●

一
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■
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《
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1
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、ひ
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一
一画
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F
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令和5年4月1日

川 崎 市 長 福 田 紀 彦 様

団 体 名 部落解放同盟
川崎支部

代表者名｜

回
令和5年度 役 員 名 簿

川県連合会
句

■ろ

卜

● 9

13

１
１

所住氏 名氏 名役 職 名 ’一
▲
６
０
１
８

一

支 部 長９
９

Ｄ

Ｄ
Ｃ
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●

●
●
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●
●

●
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●
。

●

、
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●

＠
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第1案 総 則

霊1条本会は鵬聯露搬$臘含会と聴し､毒獅棚稔山溺町に轟く・
露2条本会健鰯鰄固盟中鮮卿禰針建悶り部銘の完棚｡嵩耀人抱が確立さ純運民

鋤卿甦ぱ載るaとき邑的迄する･

筆3蒙奉会鯛藤の邑鯛巻翻嘩壱鋒め匡聯卿縄瓢する翻鶴･纐出鐸翫鱗賎
寸ら自主的糊団体である｡奉会陸､神劇1沸内の…琶錦点とす幾本会は、
益麗と蝕うずく定の人びと迄燃蓉ぬぎ写。
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第2章 鬮盟憂

第4桑･本会の鋼欝幾範葱承翻し、『…規劇の琴鏡巻毛録て､本会庭加入する噸僕
民･蝋燭霧琶禽鐘舞こする｡伽賎…』…尋。

第5乗臺塞屋~葎"思瀧と鰯勤障棚し､役離鰄錨嘩勢雪る。
同盟黄は支認健雨裏し､所定の会雛詮鋤総蛎鵬毒懲守し尊ければ種ら芯いﾞ
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第3章 組 織

霊6桑 本会の縄麓の基礎は真邸であり､支離は翻落を蕊位とすること造基本として、劃健定
める棚脚雛沁楚ｽｧﾜて1幅噸0世糊以上の岡盟黛雀も診て穎繊するものと首溌

、侵し､』職儲在蝿匡ついては､鍾数の鵬を浄位として受露を組鯲ることがで拳
る。ま魁101…麺藷匡おいても単靭逼支部逢鰻随することができる。この堀
曾は､本会での識餓と中綱の鯛甦謝る・

霊7乗鋼を絹繕する蜷賦､圃健蹴る鋤#蝉同囎し麓がって棚約｡支翻僕名簿．
童部役員名簿逢拳会屋提出して錨瀧しその上懲嘩辮織熱出し鯛甦鴇るご
と琶酎る｡

蕊8蒙 童甑鯵別屋定め麓規約準卿匡より本甑会壁匙紡入ずろ名のとずる＠会黄爆定は大会値
おいて瀧寸ろ。
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第9殿舶逢いくつかの捲区尾分け､そ蝋冨匡おける本会鯆剛鮒関掌して馳区鰹磯
会琶脚するごとがでぎる。ま起鹿-f胸樹睡あいて棚の爽鮴ろ堪含は『澗柑場
麟会逢鮒ることがで参番。 q

■

第4章 機 関■ ，

第1蝶奉会睦…蓮遍く

1.大会

2．糞黄金

3．糊冒饗胎

4‘棚東金

翻撫大会は本会の串…鶴這あって､剰強嚢会の織琶経電受葵金職定にもとづき
毎年1回蝋識轟…る。

第1蝶愛長銀鋤要廷鋤竃漢走し重鰭合､ま鐘は支伽3分の1越上が…決定屋
より大会産嚇し鱈曙雪駄臨隠総蓬招候し魅けれ鯛皇怠い･

鄭3条大鯛各賓郵なら違出されだf鴨貫及び報役員匙もって鋼賎する・
劇4桑f職磯隷廊捌蛎溌翻会で朧する。

但し､大会②f輔纂懲金賓鋤H臓函棚出するGD穂蝋がある燭合懲､報漏鑑嚢
会鯛縄琶倦で剛魚雀鋤することができる。

第1蝶大会は代幽嚢錨3分の2以上の出席鹿より成睡薄蚤大金の鱈凝事項は大会縄戚翼
の過半数鰍成腫よって決する｡可翻卿蛎含臓畏が決寸ろ｡火金は各捌阿の報
営を受臥測砺跳その鱒の当薗棚蝋逢卿躍し､別匡定める役費卿
定腫基づさ審翻願を選出簿ろ。

但し､率蝋貧蝋嫁創匡定めるとご靴よる。

馴瞬垂糞金睡大会歴次ぐ…であって､毎年4回hA上､翻預員…する・
侵し、頼行愛蔓余が鵬と縄めて決定し鱈蛎a議忽は妾麓獅3分の1以上の鯖

求赫っ桃合は蓬や分陰鍾縫会琶翻詮なければ華らない．

第1漁蓑農会懲蝋舜進篭って構賎し、愛羨鋤の僻数以上の出席庭より成筵し、その
侭掌懲u蛎犠醗垂の遜半散の剛屋よって決する‘その澗暇陸ついては大会剛

〆・しZ責迂を負う魅のとする｡饗麗参は顕の欠負巻擁禿することができる｡

侵し、総甑｡会酬擬睡騒鰯逢有し尊い。
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星1膿翻ﾗ桀雌睡卿馴諭興筋って蝋滅麓轟･蝋溌愛長･護綴･錨漢長・

財臓糞長･蛎撰箕｡鰯疑興長陸もって獺し､必愛障応じ翻溌蝦柵己

れを蝋する｡鋪…髄より蟻鯏識鷺馨鰯己とガゼさ諺・

鑑19蕊糊f鶴会の号と匡繊…譲蝕金逢醜け議己とざできる｡翻覇及び

名藁霊齢の樽鯛儀糊議卿鵬屋もとづき剰糎鍾鰯観する｡
築鴫謝耀蕊会睡螂鱸轟金蝋定垂輪行し､そ②柵鱈ついては…濃員会

に剣して糞任奮鯛。

但し､…陸つい定繩し糊ﾖすることができる．

謁劉桑 …金は繍騨･…逢種って禰醜し､必要匡馬じて柵震員疑卿9

招鮒ろ．

欄顛余賦織…蕪金的提曝陸より､輪柵騒 遠濠ずる行

鯛進獅し、それ庭調する鰯巻耀し､大鮒蝿会健親告し趣ければなら愁

い｡芭謬剛繍一睡圃匡鋤乱

蕊2曝会制餓は輪鵬醗卿脇組…1乳&副職総鯛鱈する名のと
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● 第5率 本蕊役農
心

勲3条猟健…途置<G

1．執据愛藁長 1 名

2．鯏溌園長若干名

3．鍵 記 長．1 名

4．嘗 路凌 長 1 名

・ 5．髄溺愛糞長 1 名

6．執行愛員 耕名

7．垂 員 巷千名

8．綴割愛饗長 1 名

9.焼劉塗其 群名

帆 会 針 監査 若干名

麗刎蕊執行華貰長は本会邑代表し率会の麓活勤琶雛継蓉ろ。

副鯛霊蔑繍蔑轍測銭を轍産し轍ﾖ震蕊刷聯るときはこれを代理巷る．
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1

⑲

◎

徳銅農儀蝿強員鼬鍾佐し､本翻議蕊甦縫揺い撤調鵬邸誕…篭鯛芯
勘

離職織缶鵬進摘産I"､毒鶴蕊搬あ畠と巻は劃t巻f囎鯵ろ。
％ 財圃髪嚢昼瞳本会の会計琶電り､…蝋蝋する・

輔愛贋緯鮪…を鱗写る｡

熱は鍛金庭お捗る鯛澄瀧参る･

棚鴎理窓鯛顛は紬⑳鰯卿腿載る。

会齢臘本金の会剖轍鮒する。

第麓条 卿翻餓々園の定婦大金澪でとする・

侵し、篝任障差毒凋糾、

第繍委貫金蝋瀧より職甦釧す諺乙とかで参るo

鯛懲輪の…陸つ巷糊預離蝋睦応じて髄麓するものどす乱

PL

ひ 6

あ 9

第6家 会 計

餓曝軸②蝋憾会愛｡轍鮒･鶴，金及びその鰭の収入によって歓ｶなぅ・

会…卿蝋匡よって定めるo

鱈鱸本帥猟及び決算は蛸卿登愛す勘

繁2螺本会の鋤…、4月1日から登年の3甑旧譲でとする。

侵し、その年の会創燃綴ご棚ら大会までの鵡問隣靭識舞会の鰻甦経て愛蛋会
の測匡より醗壺撹甦剛ること万できる。
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第7軍.緯.樺

第3蝶率会の置誉澄潟銭し､嬬約屋瀕し､蝋の瀧建鮒ﾌ帆馴ｦ鰄毒同虚員躍、
本会の聯農会…うえ除名､除雑勤皆､鯛憾止､鯛馳へ弱雪その池の

姻遼行い、ま差解隙することができる。

侵し、縄鴎睡ついてば中央鞠愛蔵会鰹翰害し、礎溌受鰄忽けれ鯛らぢい。

尊お､鋤停止や鯛催止鋤ほ2年を限度とするo

鐘3磯規捧溝反で除名処分蔭受け莚響が稲の陽窒薩本会鰯柵貫会匡鰯し娩窒蒲墨ごと

がでぎる。なお､除名脇の縮匡ついての快走侭、中…金で湊定電る｡

11
一
色
ワ

一醗塵

-J.‘＝

39

＝



り

ゅ

第8章 付 園

麓概輔蹴臓大会犀あし､て鶴し…3分の2

ことが砿毬&恥・

繁鯛祭 …蝋郷…釦X…蠅載

類4県 柵賦本…隼ず壱もの筋り､支柵齢

望節条 卿賎蛾職されると屋雛鋤登附乱

字

船蕊するものと奪勘

支鵬…準じ急ものとする。
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川崎市人権･同和対策生活棺談事業補助金交付要綱

（趣旨）

第1条 この要綱は、同和対策事業の対象者（以下「対象者」という｡）で構成する団体

が行う人権・同和対策生活相談事業を行うために必要な経費の一部に対し、予算の範囲

内において川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金似下『補助金jという｡）を交付す

るために必要な事項を定めるものとする。

（団体の責務）

第2条 団体は、補助事業を行うにあたって市民文化局と緊密な連携を保たなければなら

ない。

（交付対象事業）

第3条 団体の行う事業で次に掲げるもの（以下『交付対象事業」という｡）を補助金の

交付対象とする。

（1）鋪鐘者の生活に関する相談事業

f

ヨ

ヶ う

■ 6

（2）その他対象者の人権に関する相談事業
~－‐！'･',｡'‘.戸一一 -- --11

「
（交付の申請）

第4条補助金の交付の申請をしようとする者は､人権｡同和対策生活相談事業補助金交｜
付申請書（第1号様式．以下「申請書』という.）に次の書類を添付して市長に提出し
なければならない。ただし、年度の途中において事業を開始するときは、その時点で申

’ 請書を市長に提出するものとする。

（1）交付隷象事業に係る事業計画書（交付対象事業の経費の配分及び使用方法、遂行に
a

関する計画並びに交付を受けようとする補助金の算出の基礎を含む｡）
（2）交付対象事業に係る収支予算書

（3）当該年度の団体に係る事業計画書

（4）当該年度の団体に係る収支予算書

（5）規約、その他これに類する書類
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(交付の決定）

第5条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請の内容の審査を行い、補助金を
交付すべきと認めたときは、速やかに補助金交付決定通知書（第2号様式）により通知
する。

（交付の条件）

第6条 市長は、前条の規定により補助金の決定をする場合において、次の条件を付する
ことができる。

（1）補助金は、申請書に記載された事業以外の経費に使用しないこと。

（2）交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更（市長が認める軽
微な変更を除く｡）をする場合においては、市長の承認を得るものとする。

（3）団体は、交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承麗を受け
るものとする。

（4）交付対象事業の遂行が困難になった塲合においては、速やかに市長に報告し、その
指示をうけるものとする。

（5）団体は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及
び支出についての証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保管しておかなければな

●
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らない。

（6）暴力団員により不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号。以下『
法」という｡）第2条第2号に規定する暴力団でないこと。

（7）対象者で構成する団体の代表者（団体の決定権を有する役員等を含む｡）が法第2
条第6号に規定する暴力団員でないこと。

（8）その他市長が必要と認める条件

（申請の取下げ）

第7条 申請者は、第5条の補助金交付決定通知書を受けた場合において、当該補助金の

交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、第5条の規定による交付決定

の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の決定はなか

ったものとみなす。

（補助金の交付手続）

第8条 第5条の補助金交付決定通知書を受けた団体は、補助金交付請求書を市長に提出

するものとする。

2 市長は前号の請求により補助金を交付する。

（事情変更による決定の取消し等）

第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事儀の変更により特

別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はそ

の決定の内容若しくはこれに付し.た条件を変更することができる。ただし、交付対象事

業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

（交付対象事業の遂行）

第’0条 補助金の交付を受けた団体は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された
条件に従い、善良な管理者の注意を持って交付対象事業を行うものとする。

（交付対象事業の遂行の指示）

第，，条 市長は、交付対象事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従
って遂行されていないと認めるときは、補助金の決定を受けた団体に対し、これに従っ
て交付対象事業を遂行すべきことを指示するものとする。

（実績報告）

第12条 団体は、補助対象事業完了後に次のものを添えて交付対象事業の実績を報告す
るものとする。

(1)事業報告書

（2）事業収支報告書

（調査の実施）

第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付対象事業について、団体に

対して資料の提出を求める等調査を行うことができる。

（是正のための措置）

第，4条 市長は、交付対象事業の完了又は廃止に係る交付対象事業の報告を受けた場合
において、その報告に係る交付対象事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した

条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を取るべきことを補助
金の決定を受けた当該団体に命ずることができる。
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2 第12条の規定は、前項の規定による命令に従って行う交付対象事業について準用す
る，

（交付決定の取消し〉

第15条 市長は、団体が次の号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付

の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（1）申請書、事業報告書又は事業収支報告書に虚偽の記載等の偽りその他不正の手段に
より補助金の交付を受けたとき。

（2）補助金を他の用途に使用したとき｡

（3）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき市長が行っ

た指示又は命令に違反したとき。

（4）第6条第6号及び第7号に該当したとき。

（補助金の額の確定等〉

第16条 市長は、第12条の報告を受けた堤合において、その報告に係る補助事業等の

成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると露めるときは、交付すべ

き補助金の額を確定し、団体に確定通知書（第3号様式）により通知するものとする。

（補助金の返還）

第17条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した楊合において、交付対象事業の当該

取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、 そ

の返還を命ずるものとする。

2 市長は当該団体に交付すべき補助金の類を砿定した場合において、既にその額を超え
る補助金が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の補助金の返

還を命ずるものとする。

（その他）

第18条 補助金については、この要綱に定めるもののほか、川崎市補助金の交付に関す
る規則（平成13年川崎市規則第7号）の定めるところによるものとする。
（委任）

第19条 この要綱に定めるほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この要鋼は、平成20年4月1日から施行する。
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附 則

この要纈は、平成24年4月1日から施行する。《
９

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
8

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行するb
a

附 則

(施行獺日）
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~

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
（経過措置）

2．この要綱による改正前の要綴の窺定により謹製した鰻票で現に残存するものについて

は、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
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第1号様式

川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付申請書

年
L

月 日

(宛先）川崎市長
4

【
⑪

申請者

所在地

団体名

代表者名

電話番号

《
①

Ｑ
Ｑ

●
唾

ｇ
Ｇ

Ｏ

●
●

ｅ

●
Ｏ

Ｇ
○

９

●
９

●
９

●

●
０

０

●

年度の標記補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請

●
ｇ

寺
？

●
ｐ

■
＆

します。
－

一 一 一

－
－

I

1 ． ．

交付対象事業に係る目的
■

■ 。

1 1

ロ ｛

■

交付対象事業の内容
p

⑨

■｡

一 一 － － の
。

交付を受けようとする補

助金の額
円

－ 一 一 一 一 ■

*

’

備 考

０
１
，
１
８
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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■
■
Ｌ
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■ 一一 一一
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I

第2号榛式

川崎市指令第 号

所在鼈

団体名

代表者名

=

b

含 宕

z §

補助金交付決定通知書

年 月 日付けで申請のあった川崎市人権。同和対策生活相談事業補助

金について、次の条件を付して、金 門を交付します。

年 月 日

川崎市長Ｑ
Ｑ

Ｏ

Ｓ
Ｃ

Ｇ

◆
●

●

●
●

心
●

色
●

●
●

９
０

○

、
●

り

●
◆

９
■

、
●

Ｇ

1 補助金は、申請書に記載された事業以外の経費に使用しないでください。

2 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更（市長が認める軽

微な変更は除く｡）をする場合においては、市長の承浬を受けるものとします。
3 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受ける必要が
あります。

4 交付対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その
指示を受けてください．

5 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした根簿を備えるとともに、当該収入
及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保管してください。

6 この補助金に関する事業実績報告書及び決算書は、事業終了後速やかに提出してく
ださい。

Ｅ
「

色
《
●

※ 補助金の交付の内容又はご粒に付された条件に不服があるときは、この桧助金交付
決定通知書の決定の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができます。
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３
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第3号様式

川市人第 号

年 月 日
Z

。’

所在地

名称

代表者氏名

~

p ●

様●

川崎市長

年度川崎市人権。同和対策生活相談事業補助金の確定について（通知）

年 月 日付けで実続報告のありました川崎市人権．同和対策生活相談

事業補助金につきましては、次のとおり補助金の額を確定しましたので、通知します｡‘

ｃ
Ｑ

守
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●
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勺
９

●
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●
ザ

●
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●

●

■

1 補助金交付決定額

2 補助金交付確定額

3 過払いの補助金の返還命令額

円

円

円

（異議申し立て）

この確定通知書の内容に不服があるときは、確定決定日から起算して14日以内に通

知内容に対する異艤申し立てができます。
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書
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議
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個一脈

類 目IF900 I索引番号 ｜
’

情報公鯉条

公一薊公

■

局長専決＆

名 一一一一

令和5年度川崎市人権。同和対策生活相談事業補助金交付（伺い）予算執行伺書 【
ハハリQ1りﾙｰﾊ、ハ1

３
一口

傭報公開用件名

令和5年度川崎市人橋。同和対策生活相談事業補助金交付（伺い）予算執行伺書【
一

標記について、全日本同和会神奈川県連合会川崎支部から交付申鯖がありましたので
、次のとおり補助金交付を決定し、通知してよいでしょうか。また、決裁後に、補助
金を支出してよいでしょうか。併せて伺います。

１
１

｡

◆

宝一壱一
市民文化局人権

飽 話2726 1
文客圭毎

柏 崎 哲 宏

L － 承認 一

「守一一一一一一一一一一

l
ー一一

副市長
市民文化局人権・男女共同参画室

’

１１１１４０

電 話2726 1
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担当犀長

羽田野 真 男
承露

室長

井 上 純
承腿

青 木 貴

起案

柏 崎 哲 宏

承認
打 越 大

承麗
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小田桐
承麗

市民文化局市民坐
活部康務諜

園長

中 村 茂
承露

犀長

中 根 節

媒長補佐

甲 斐 勇希子寛菊 池 南 帆
承聡
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予算執行伺書 夛 ’

一五一口腱

(一脚 概算払
「－－一一

|年度． |冊I

蕊
(市）人権･男女共同参画室2550伽

－ －－－ 一 一 一

｢－_一一一一一

仔鋒区分
5年4月1日

ｰ

○ 牟
~

●

6

一 中一

一

１
１

契約形痘

契約区分

奨約方按

総価巽約

自所属翼的

なし

人権。男女共同参画費画
四
囲

－ － －－｜》｜
轆中 円
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予算配当額

負担行為額

目鮭残額

1
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１
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１
１
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Ｉ

鰯1181負担金相助及び交付金
一 一

－

細節
一

|蕗I市関連外団体袖助金= _＝－－－．－－且 ．一一 一 』
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．､同和対策生活相麟事輔助金|緬節 '051人錘
万 I
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0円うち澗費税相当額
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’1
令和5年度川崎市人権。同和対策生活相聯栞補助金交付

－

件 名

１

件
名
等

'● C

a

履行場所

’

’
1

回分創回敵年 月 日 ～ 年 月 日

I
I

契約保匝金 免除入札保睦

繭払限度額 円

鍍
無

’

1

川蜂市人枢。同和対策生活相麟事輔助金(全日本同和会神奈川県連合会川崎支部）
0円
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極、

星

9

己

要’

１
１
１

１
“
０
１
１
０
１
１
Ｋ
■
■
■
■
■
皿
Ⅱ
Ⅱ
８
９
Ⅱ
Ⅱ
■
■
Ⅱ
Ⅱ
日
日
Ⅱ
０
１
Ⅱ
Ｕ
・
’
■
Ｂ
■
抄
Ｂ
ｒ
日
日
■
日
日
■
即
日
〃

但

､

合

|ゴ

１
１

ー｜’

一一一

26
49

＝ q

予定金額

日
日
、
』
■
Ｉ
Ｏ

Ｕ

Ｕ
Ｏ
■
０
■
ぬ
日
１
１

０
１
１

■
■
■
■
９
口
■
１
０

０
８

￥
Q

6I1
ロ I

0 olOIo



Q

－
－ ー＝ー

業 者 選 定 調 書
件 名 令和S年度川崎市人権。同和対準活相醸亭柔補筋金交付

－－

令和 5年 4月 1日絵

0 つ

I

履行壊所 伝票蕎号
0

”31鋼-蝿
①

履行期限

験行予算額

Ⅱ Q
■

610b O切円

指名回数
本 市 実 綴（千円）

透
・
不
適

述
退
共

業 者
コード

等
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増
域

》
鑑 前 今

一
■

業 者 名

霞 篭 今年度契約実績前年度契約実鏡

全日本同和会神奈川県遼合
会川崎支部 ．
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川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付について

q

1 補助目的

同和対策事業の対象者で構成する団体が人権。同和対策生活相談事業を行うこと

で、相談者の人権擁護及び同和問題などの人権意識の普及が図られる有効な手段で

あることから、人権‘同和対策生活相談事業に必要な経費に対し、補助金を交付す

〔
“

るもの．（
己

2 補助金交付先

全日本同和会神奈川県連合会川崎支部 支部長

■■■■■■■
正 一

’

3 補助金の内容

人権。同和対策生活相談事業

4 交付予定額

610，000円

Ｃ
Ｑ

心

＠
仏

●
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ｓ
●

●
●

Ｇ
●

ｅ
９

０
０

Ｃ
Ｏ

ｏ
Ｑ

０
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●

●
●

９
＄

● 補助金交付決定通知書

別紙、「補助金交付決定通知書（案)」のとおり

ロ、

Ｐ
○

■

6 申請書等

（1）川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付申請書

（2）令和5年度事業計画

（3）令和5年度歳入歳出予算書及び交付対象事業における収支予算書
（4）令和5年度生活相談事業従事者名簿

（5）令和5年度役員名簿

（6）全日本同和会神奈川県連合会川崎支部規約ﾛ

7 支払い方法

当該団体は自主財源が乏しく、人権

実施前に確保するのが難しいことから、
し、概算払とする。

が

人権。同和対策生活相談事業に必要な経費を事業
から、地方自治法施行令第162条第3号を適用

▲

8 交付の根拠

川崎市人権。同和対策生活相談事業補助金交付要編

垂

泌
刷』



懐）

第2号標式 ー

川崎市指令市人第 号

回ロ所 在 地
④

団体名 全日本同和会神奈川県連合会川崎支部

凸 様一回代表者名 支部長

《
虚

補助金交付決定通知書

令和5年4月1日付けで申請のあった川崎市人権。同和対策生活相談事業補助金につい

て、次の条件を付して、金610，000円を交付します。

令和5年 月．日

4‐ ９
．

凸

．

①
Ｑ

冬
心

●
ａ

Ｏ
Ｑ

●
＆

●
。

●
ｓ

ｅ
ｅ

●
●

●
●

●

。
●

Ｏ
Ｇ

。

●
。

。

川崎市長 福 田 紀 彦

1 補助金は､申請書に記載された事業以外の経費に使用しないでください。

2 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更（市長が認める軽

微な変更は除く｡）をする場合においては、市長の承認を受けるものとします。
3 交付対象事業を中止し、又は廃止する塲合においては、市長の承麗を受ける必要が

あります。

4 交付対象事業の遂行が困難になった潟合においては、速やかに市長に報告し、その
指示を受けてください．

5 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした鰻簿を備えるとともに、当該収入

及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保管してください。

6 この補助金に関する事業実績報告書及び決算書は、事業終了後速やかに提出してく
ださい。

9
《
ず

8

※ 補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、この補助金交付決
定通知書の決定の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができます。
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ノ

<第1号犠詞

川崎市入梅。同和対策生活相譲事業補助金交付申舗書

令和5年4月1日 色

川 崎 市 長 福 田 紀 彦 様
色

回
｡

申鯖者住所

●

団 体 名 全日本同和会 神奈川県連合会 川崎支部

令和5年度の標記補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申鯖します。

Ｑ
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決をはかるとともに、民主主義社会の建設に寄与することを目的
とする。
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令和5年度事業計画

全圓本同和会神奈川県連合会川鰭支部年 月
の

…令和鉾 123
１
１
４

ｌ

ｂ
Ｂ
Ｆ
Ｌ
Ｕ
卜
ｒ
ｌ
ｈ
Ｆ
■
■
■
■
■
■
■

4

■■■■■●

24 ’
ト ー

5
6 －

●

囹25
6

I
舎

26
7

塵璽詞27
8

■

，

一
一

Ｑ
Ｑ

Ｏ

◆
●

０

９
●

●
＄

●
●

９
９

Ｑ

28DG

● 9

心
●

９
。

●
●

ｅ

●
９

●
●

●

9

■
戸

句
●

29
0．

1

30
1

31
1 》一一一■

。㈱6年132勝

1

，

33
2

34①

3

唾

１
４

３
５

単

携糯相藻会

生括相談会

生活相談会

率狛醗曇

;垂【郡6号1首.3半云

生鰯謹会



(別紙2）
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交付対象事業における収支予算書

全日本同和会神奈川県連合会川崎支部
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令和5年4月1日

川 崎 市 長 福 田 紀 彦 機

●ー

団 体 名 全日本同和会神剰11県連合会川崎支部
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令和5年4月1日

川 崎 市 長 福 田 紀 彦 様
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団 体 名 全日本同和会神奈川県連合会川崎支部
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▲
肥

全日本同和会神奈川県連合会川崎支部

●

第1章 鯵 則．

銘 翰

第1条 本会は、全日本同豹会神荊I1県連合会川崎支部と称する。
檸務節

第2条 本会は、事務所を神割1IRjil崎市に置く。

曲

第2章 目的及び運動

（目 鋤

第3条 本会は、同和問題の完全なる解決をはかるとともに、民主主鑑社
・ 会の建設に寄与する事を目的とする。

糎 醐

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事項を基本としてその
年々の情勢に即応した必要なすべての運動を行う。

（1）社会的施設の拡充､産業経済の伸長､教育文化の向上､生活環境の
改善及び啓発活勧の樹立とその実行を強力に推進する。

（2）地域住民の自覚と、社会的、経済的趣位の向上をはかる。
（3）婚姻、就職､職業､教育社交等のすべての差別を撤廃し、識I的偏

見を打破するための啓発宣伝活動を行う。
●

●
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●
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●
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●

●
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Ｃ
●
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●
●

●
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●

●

第3章 観 戯

(会 尉

第5条 1．本会は、全日本同和会の綴領及び規約並びに本会の規約に賛同す
る神荊I1県川崎市内の同志を会員として組織する。
2．他都道府県連及び支部に在籍している会員で本市に移住する旨を
本部又は都道府県連により紹介のある会員については全日本同和会
神奈川県連合会にその取扱いを一任する。

伽入団鋼

第6条 本会は､全日本同和会神荊1I県連合会に加入し、その下部組織と
なる。
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、
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毎
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結 醐

第7条 本会は、この規釣の定めるところにより決定した方針及び決議に
基づき活鋤する。

幅互鵠力）

第8条 本会は、全日本同和会が主催する会議、研修会等に出席して研さ
んを高め、各都道府県連支部同和会の同志と交流を深めるとともに

閥係機関との相互協力をはかる。

①

《
少

ざ一万

r、

第4牽 機 関

磯関の種類）

第9条 本会に次の機関を置く。
（1）総会

（2）役員会

（3）青年部

（総 会）

第10条 総会は、本会の最高儀決機関であって、次の事項を審謹決定ある
いは承認を行う。

（1）運動方針及び活勤状況

（2）役員の選出
（3）予算及び決算

（4）規約の改正

（5）その他重要な事項

総会の招劇

第11条 総会は、本会役員及び会員をもって構成し、毎年1回支部長がこ
れを召集する。ただし、役員会が必要と認めた場合､ 又は本会所属
会員の過半数以上から錆求があった壜合は、支部長は1ヶ月以内に
臨時総会を招集しなければならない。

総会の成立）
第12条 総会は､役員の過半数の出席をもって成立ずる。
臘会の畿決〉

第13条1 総会の議決は、規約の改正を除き、出席者の過半数の賛成を必要
とする。

ただし、可否同数の場合には議長の決するところによる。

2規約の改正は、出席者の3分2以上の賛成を必要とする。
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俄員会）

第14条1役員会は、総会に次ぐ畿決機関であり、総会で決定した事項の執

行、その他本会の事務の執行に関する事項について畿決する。

2 役員会は、支部長及びその他役員をもって構成する。

3 役員会は、必要に応じて支部長が招集し、役員の過半数の出席を

もって成立する。

4 役員会の酸決は、出庸者の過半数の養成を必要とし、可否同数の

場合には、支部長の決するところによる。

情年帥

第15条 青年部は、青年部長その他青年会員をもって構成し、必要に応じ

て青年部長が召集する。

儲事働

第16条1 総会及び役員会の議決については、次の事項を記載した議事録を
作成しなければならない。

（1） 閉会の日時及び場所

（2） 出席者数

（3） 議事の経過概要及び結果

2 議事録には、出席者のうちから支部長が指名した者が署癩するも
のとする。

う
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第5章 役 員 等

峻 員）

第17条 本会に次の役員を置く。

（1）支 部 長 1人

（2）事務局 長 1人

（3）青年部 長 1人

（4）会 計 。 若干名

（5）監 査 2人以内

股員の選出）

ノ第18条 役員の選出は、総会においではかる。
股員の職麓）

第19条1支部長は、本会の事務を統括し、本会を代表する。
2 事務局長は、支部長を補佐し、事務管理及び組織の強化、拡大を
統括する。
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Ⅱ

g 青年部長は、青年部の活勵を指導し組織行動の充実化を計る。

4会計は、本会財務基盤の確立と運用について支部長を補佐する。
5 監査は、本会の会計及び業務の執行状況と監査する。 。

(役員の任鋤

第20条1 役員の任期は2年とする。ただし、再選をさ注たげない。
2補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とずる．
3 役員は、その任期満了後においても後任者が決定するまでの間は、

なお、その蕨務を行う。

臓間及び相談棚

第21条1 本会に顧問及び相談役を若干人を置くことができる。
2 顧問及び相駿役は、役員会の同意を得て支部長が委嘱する。
8 顧問及び相談役は、支部長の要舗により役員会に出席し、意見を
述べることができる。

9

4

第6牽 権剥及び鏡務

桧員の楕糊

第22条 会員は、この規約のもとで平等であり、次の権利を保有する。
（1）総会における表決権

（2）役員の選挙権及び被選挙権

（3）総会における意見の陳述及び質問

（4）臨時総会開催の舗求権

(5)本会からの退会

（会員の義務）

第23条 会員は、次の義務を負う。
（1）この規約及び本会が決定した事項の遵守と履行
（2）会費の納入

(3)機関紙の購銃

〈4）全日本同和会及び本会が主催する各大会への参加

陰員の入会〉

第24条1 会員の入会手統きについては、本会で行うものとし本会は6ヶ月
毎に全日本同和会神割M県連合会事務局へ穀告するものとする。

2 都道府県連及び支部に在籍している会員で本市に移住する旨を本
部又は都遊府県連により紹介のある会員については全日本同和会
神割II県連合会にその取扱いを一任する。
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⑰

第7章 会 計

(会計年動

第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わ

る。

側 測

第26条 本会の経費は､ 次にかかげるものをもってあてる。

（1）会費

（2）補助金

（3）寄付金及びその他収入

桧 勤

第27条 本会の会餐は、役員会で定め総会にはかる。

(予算決算）

第28条 本会の予算及び決算は繕会の承隠を得なければならない。
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第8章 補 則

椴員会への委働

第29条 この規約の定めるもののほか､本会の運営に関し､必要な事項は
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｜文書番号'5財川帝人第84号 I類目'0074
（回 議 書）
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支出命令書【0023 105-00 1】令和5年度川崎市人権。同和対策生活相譲事業補助金交
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支 出 命 令 書
一 一 一一

’(一般） 05－m1

'5 ， ｡
、

所属12550001（市》人梗。男女共同参画室
勺

T － －

●

１
１

5年5月29日起票国い

－－ 一 一 一 一 一一一一 一 ゴ

｜
I

I

5隼5月2911

例
一
Ｍ
一
肥
蕗
一
一
幅
一
肥
一
蕗
一
鯛

市民文化費

人権。男女共同参画賛

人権閏速経養

同和対簾事業賛 ・

人権・同和対策生活相戯事集補助金

負担金補助及び交付金

論関連外団体椀助金
人権。同和対錐生活相談亭業補助金

項一目一癖一》一一》｜節一諏一》

跨求日
＝

、

5年6月20目支払期昌今

7.081,㈹0円

4,966,側0円

2,115,㈹0円
0円

予算配当額

負担行為額

目節残額

支払予定残額

円値 万
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● ●

● ● ● Q

● ●

｡

● ● ●

● ● ○
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610,伽0円差引支給甑● ●

● Q

Q

● ■

●

徴収区分
－－－ － 一一

令和5年度川崎市人権。同和対策生活相該事業補助金交付件 毛

|篠’ lT守 や併
名
等

●

履行堀衝

分割払

検壷員

契約方法 なし

年 月 日
一一一一 一一

検査日｜一

支払方法ロ座払 支払溺所

支
朋
！

概算支出特例

脇覗楊号

債柁者ﾌｰﾄ

生 所

支
出

先

I

一】

八
錆 ’

■

氏 名 部霧解放同盟神豪川県連合会川嬉支静
求

■■■回者
V

匠

啓
堕理嘆璽ら

贋金鯉

口壁建人

１
１
１
１
０
０
０
１
句
１
１
川
旧
１
‐
■
１
１
１
１
４
司
り
１
１
１
６

け

』一一 一＝－』■■』■■一一 ■I■
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口座振替払登録者用）請求書。支払金口座振替依頼書 （

－

単 価｜ 金 ，額数一 屋 I単 位購 求 内 訳
一 門i
6”,0"I

令和5年函ll鰯市人権密
生活相露郵助金交付 式1.“

１
１
１
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０
０
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９
０
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０
０
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ｆ
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湿
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一
一
一
一
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ｑ
ｑ
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ｌ
Ｊ
■
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ｊ
ｄ
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二
三
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呈

で

０
０
１
１
Ｊ

凸
■
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■
■
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Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
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Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
巳
■
■
■
Ｉ

二

１
１

1

1

1

ゅ５
１
８
０
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注》※印は軽減税率（8”適用商品

0円610,“0｡”円 糖菱税0艶対象

g
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:：：。・，
●

｡ ●

●
● ● ● ●

(あて先）川崎市長

上寵の金額を鯖求しま･ｻ~b

次の口座へ掻込みください。
年、S､月2？国

● ● ● ｡ ●

● ● ● ●
● (口座壁

q； 1；

住 所

氏 名 部蔑解放同盟誌奈川県速合会川崎支露

●
吾

電 鱈

壁録番号
｜
’ 口

座
番
号

預
金
種
目

､｡

損与
勾白

■■■ ■■■

込
先

b

■

■

■

受
取
人

操取扱分局饗出生 臼
二

色

■

論求番号付 罷

ｌ
凸

」 ロ

田 。

発行元溌 （赫人枢・男女共同参画室

鮒鰹iO5負担行為番号
■

●

４
７
４
６

二 ■ 一

請求金額

０
０
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０
０
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■
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Ｑ
■
■
■
一
■
。
■
■
■
Ｆ
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第2号糠式

川崎市指令市人第1号

四
ー－－

ロ所 在 地

、、

団体 名 部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部
ー

瞳

代表者名’

機■
回

つ
Ｉ

命

補助金交付決定通知書

令和5年4月1日付けで申請のあった川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金につい

て、次の条件を付して、金610．000円を交付します。

令和5年4月1日

●
●

● ●

● ● ●･ ●

● ｡

Q
● ○ ●

① ● ●

● ● ●
●

● ｡

｡ ●

● ●

●

● ●

●

川崎市長 福 田 紀

1 補助金は、申請書に記載された事業以外の経登に使用しないでください。
2 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更（市長が認める軽
微な変更は除く｡）をする塙合においては、市長の承露を受けるものとします。

3 交付対象事業を中止し、又は廃止する塙合においては、市長の承認を受ける必要が
あります。

4 交付対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その
指示を受けてください。

5 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした棋簿を備えるとともに＃当該収入
及び支出についての証拠書類を整理し､当該事業完了後5年間保管してください。

6 この補助金に閥する事業実績報告書及び換算書は、事業終了後速やかに提出してく
ださい。

勺一

■

色

※ 補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不眼があるときは、この捕助金交付決
定通知書の決定の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができます。
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索引番号

(回

起
一
決
一
施
一
完

案
一
難
一
行
一
飴

日
一
一
日
一
一
日
一
日

侭

I’ I

課長専決 り

令和5年7月3旧 ■ ■一

曹

支出命令書【0023124-001】令和5年度川崎市人権。同和対策生活相談事業補助金交
位一一

支出命令書【0023 124-001】

■』

癖公開用件名

？

q ①

副市長 ｜ 副市長 I 副市長1 市 長
市民文化局人権。男女共同参画室 I Ⅱ ロ

』

ロ I

篭 藍

文書主任 I 担
■

Q

●

● ○ ｡
● ． ●

● ● ･

● ●

● ● ●

● ●

Ｑ
●

○
○

●

●
。

●

担当媒幾

羽田野 真 男
承浬

媒長檎佐

柏 崎 哲 宏
承浬

●
●

青 木 貴

起案

可

打 越 大
承露

●
●

I ロ ﾛ ﾛ

I 1 1 1

l i ロ ﾛ

ロ ■ ■

■ ■ ｡

ー

ロ ．

q Ⅱ q ■ Q

I D 1

41

白 ■

ロ

申

l I

〔

！ I

I

■

B ■ p B

画

■

、 ．

巳

会尉室審査鰹 審査霞長

川 鏑 信 男
審査

会齢員 、

川 鎧 信 男
密査

会針員（担当）

中 石 清 志
審査

1／1川 崎 市
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圃
冊
閣
幽
＊

支出命令書 (一般） 0023124-001伝票番号
■ I ．

015 一銭金酎年度 会計

兎
姉）人権・男女共同参画室2550”所属

凸

■ 8 ‐__－----------－一－一１
－
画
一
一
例
画
一
閲
一
路
一
一
絹
語
一
一
燭
砺

》一款一坂一貫一》一剛一一圃皿函胴

蕊年

市民文化糞

市民文化畳

人権。男女共同参画受

人権関連経茂

同和対壷事象受
入櫓･同和対箕生活相麟事業袖助金

負担金補助及び交付金

市関連外団体補助金

5年7月18日起票日
~

け

5年7月18日餓 求日口

5年7月31日支払期日～

句
L ■

7,081.000円

6,5叫800円

576,”0円
0円

予算配当額
負担行為額

目節我領

支払予定残額人権。同和対篭生活相麟事象補助金
円侭 万

■I

０
．

。
。

●
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●
●

●
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●
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610, M0 R差引支給額●
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●

●
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● 徴収区分

件 名 帝和5年度川崎市人権。同和対策生活相腰事業補助金交付

件
名
等 屈行場所

分翻払

検査員

契約方法 なし

年 月 日検査員

ロ

支払方法ロ座払概算 支払漫所支出特例

飼耗号

債権者←ﾄﾞ

住 所

支

出
先

■

八
餓

1

｜
ワ

氏 宅 全日本同和会神奈川県連合会川崎支部

け

求

者
Ｖ 支鄙長

▲
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■
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４
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書（口座振 用登請求書。支払金口座振

金 額数 量 ｜単 位I 単 価鯖 求 内 醗
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1 0 』

I= 8

6! 1 iO

１
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０
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§
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０
９
ｉ
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■
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■
王
■
ｑ
■
■
守
凸
■
旬
■
■

0円610,”0.”円 浦賓説0%対象

●
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●
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●
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●
Ｇ

●
Ｑ
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●
９

●
●

●
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句
●
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①
●

●
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《あて先）川崎市長
上記の金額を館求しま･j-b
次の口座へ榎込み<芝さい。

令和ざ年ワ月／3日
』

号）(ロ 座聾鐙巷

一一一

一

●

住 所
ﾛ

9

一冊一氏 名．全日本間和会神奈川県遮合会川崎支部

Ｑ

支部長

愈 鱈

垂壷号

△
■
■
■
■
■
で

1

８
０
８

１
０
６

０
８
０

０
８
４

０
９
０

９
６
０

８
０
０

８
９
８

９
１
９

８
０
Ｑ

口
座
番
号

57握
■

込
先

■■ 目

ﾛ■■■ ■■■■■

受
取
人

や

渓取扱分局提幽生 命

購求番号付 琵
Q‐

発行元繰 《禰人桧｡男女共同参画室

側23124負担行為番号
｡
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第2号犠式

川崎市指令市人第2号

■所 在地

&

団体名 全日本同和会神奈川県連合会川崎支部
華

標■
回代表者名 支部長’＝

届

一

口

補助金交付決定通知書

令和5年4月1日付けで申請のあった川崎市人権。同和対策生活相談事業桧助金につい
て、次の条件を付して、金610，000円を交付します。

令和5年4月1日

●
●

● ●

● ● ● ●

● ●

･
● ● ●

｡ ● ⑧

● ● ●
●

● ●

合
。

①
匂

●

●
●

●

川崎市長 福 田 紀

1 補助金は、申請書に記戦された事業以外の経費に使用しないでください。
2 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容の変更（市長が認める軽
微な変更は除く｡）をする塙合においては、市長の承認を受けるものとします。

3 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受ける必要が
あります。 ’

4 交付剣象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その
指示を受けてください。

5 交付対象事業に係る収入及び支出を弱らかにした幌簿を備えるとともに、当該収入
及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保管してください。

6 この補助金に関する事業実績報告書及び決算書は、事業終了後速やかに提出してく
ださい。

写
弓

・
ロ

Ｅ
肌

※ 補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、この総助金交付決
定通知書の決定の日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができます。

鱈

、
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